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会 議 録

１ 会議の名称 男女共同参画推進審議会

２ 開催日時 令和５年８月８日（火） １０時００分～１１時２０分

３ 開催場所 熊取町役場 東館２階第１会議室

４ 議題 １．熊取町第２次男女共同参画プラン（令和４年度）実績について

２．その他

５ 公開・非公開の別 全部公開

６ 傍聴者数 ０人

７ 審議等の概要

①熊取町第２次男女共同参画プラン（令和４年度）実績について

・事務局より、資料１「熊取町第２次男女共同参画プラン施策実施状況（令和４年度）

実績」の説明

（質疑応答）

会 長：事務局より説明があったが、事務局に事前に質問があったことを聞いてい

ますので、質問をお願いします。

委 員：３ページの通し番号 10 番、12 番の取組実績「保育所保育指針」は、町立
保育所のみで運用され、民間の保育所はどうか。

事 務 局：町が策定した保育指針をもとに、私立保育所の運営の根幹として、運用し

ていただいています。

委 員：３ページの通し番号 11 番の「全小中学校」、13 番の「各学校」、４ページ

の通し番号 19 番の「各校」には、大阪体育大学浪商中学校は、含まれてい

ますか。

事 務 局：各項目中に、「浪商中学校」は、対象に含まれていません。町として男女共

同参画社会を進めており、浪商中学校の取組の現状を確認する必要があると

考えております。確認のうえ、必要に応じて今回のような機会において報告

させていただきます。

委 員：５ページの通し番号 23 番の「熊取町人権教育研究協議会（全教職員参加）」
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とあるが、大阪体育大学浪商中学校は、参加または含まれていますか。

事 務 局：学校教育課において確認したところ、町内８公立小中学校の教職員が参加

して研究を深める組織です。「浪商中学校」は、参加していただいておりま

せん。

委 員：１５ページの通し番号 57 番「母子手帳交付時に父子手帳を配布。」と記載
しているが、希望者のみなのか、どのように対応しているのか。

事 務 局：子育て支援課に確認したところ、事前に母子手帳と父子手帳をセットした

ものを配布しているとのことです。

委 員：１７ページの通し番号 66 番「事業所における女性活躍の促進」の中で「セ

クハラ等の学習の機会の提供」について、事業所連絡会で実施していますが、

詳細を教えください。

事 務 局：泉佐野・熊取・田尻事業所連絡会ですが、会員は管内に公正採用選考人権

啓発推進員を設置している企業等であります。令和 4 年度参加者数は 40

者で、全会員数は 155 者となっています。

委 員：２０ページの通し番号 80 番「保育サービスの充実」についてとは、令和 4

年度に拡充した点として町立西保育所を「西保育園」として民営化のうえ、

午後 8 時までの延長保育を行ったということですか。
事 務 局：保育課に確認したところ、「家族の就労形態や家族形態の多様化に対応すべ

く、保育時間の延長等を行ってきています。町保育所の保育時間が午前 7

時から午後 7 時までのところ、私立保育園では午前 7 時から午後 10 時ま
で保育する体制であり、また、民間の保育所で保護者が冠婚葬祭による保

育ができない場合には、一時預かり、特別保育として対応しています。さ

らに、学童保育所として小学校修了後の時刻から午後 7 時まで対応してお
り、これまで担当課として必要に応じて対応してきている。」という状況で

あります。

会 長：ほかの委員で質問があれば質問をお願いします。

委 員：各項目の評価について、評価基準があれば教えていただきたい。

事 務 局：各項目で取組実績の内容に応じて、「達成（満足）」、「概ね達成（満足）」、

「未達成（不満足）」と区分しています。わかりにくい区分となっています

ので、次回からもう少しわかりやすくできるよう変更します。

会 長：ほかの委員で質問があれば質問をお願いします。

委 員：浪商中学校のお話がでてきましたが、過去の経験から、浪商中学校が男女

共同参画社会への取組ができていないということはなく、とても進んでい

る面もあると思います。
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事 務 局：浪商中学校で確認させていただきます。

会 長：各委員で質問がないようですので、２０ページの通し番号 82 番の「ファミ
リー・サポート・センター事業」と「ホームスタート事業」について事業

概要を教えてください。

事 務 局：「ファミリー・サポート・センター事業」及び「ホームスタート事業」の概

要説明。

会 長：ほかにご意見はあるか。ないようですので次の案件です。

②その他

・事務局より、今後のスケジュールについて報告

８ 審議会の情報 名称 男女共同参画推進審議会

根拠法令等 男女共同参画条例・男女共同参画推進審議会規則

設置期間 平成２５年３月２９日～

所掌事項 男女共同参画推進計画の策定及び推進に関するこ

と

委員数 ５人

９ 担当課 人権・女性活躍推進課


